
令和８年度 訪問看護研修 開催要項 

  「人工呼吸器管理と看護」   

 

１．ね ら い ： ①在宅で人工呼吸器を装着した患者への安全で質の高いケアに必要な知識を学ぶ 

②グループワークを通して在宅における問題点の解決につなげる 

２．日   時 ： 令和８年８月２９日(土） １０:００～１６:００ 

３．場   所 ： 出雲医療看護専門学校 

４．対   象 ： 訪問看護に従事している者、または訪問看護に従事する意思がある者   

５．募集定員 ： ２０名  

６．受 講 料 ： 無料 

７．講   師 ： 済生会江津総合病院 

診療看護師・クリティカルケア認定看護師     池内 寛記氏  

医療シミュレーターインストラクター         ２名 

８．プログラム 

9:30  受付 

9:55  オリエンテーション   

10:00～ 講義・演習  

 

12:00  昼休憩 

 

13:00～ 講義・演習 

15:20～ 意見交換、発表 

 

 

 

16:00  終了 

内容 

(講義) 

在宅での人工呼吸器管理の現状  

人工呼吸器管理に必要な知識 

非侵襲的人工呼吸器管理 (NPPV)について 

ネーザルハイフロー (NHF)について 

 

（演習） 

呼吸のフィジカルアセスメント（肺音聴取） 

人工呼吸器装着中のケアの実際  

意見交換・発表 

９．申込方法：島根県看護協会研修申込サイト manaable（マナブル）より、令和８年６月２日（火）～ 

７月１日（水）にお申込みください。（事前に manaable への個人登録が必要です）  

新規登録・お申込みはこちら→ URL: https://shimane-kango.manaable.com/ 

  ※受講の可否につきましては、お申込み締切後１週間程度で、manaable にご登録いただいたメールアドレ 

スへ送信いたします。manaable マイページからもご確認いただけます。 

 

１０．その他: 

＊施設の駐車場は使用できませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。  

＊聴診器を各自ご持参ください。 

＊昼食は各自でご準備ください。 

＊本研修の開催に当たっては、感染防止等、細心の注意をしながら実施いたします。 

＊本研修を急遽中止する場合は、島根県看護協会 manaable でお知らせいたします。 

＊やむを得ず遅刻・欠席する方は、必ず事前に事務局にご連絡ください。 

  ＊この事業はハローワークの失業手当受給期間の求職活動として認められます。  

 

       ≪連絡先≫ 島根県訪問看護支援センター （公益社団法人島根県看護協会内）   

                担当：伊藤、松本、加藤（事務） 

                TEL：0852－61－4331     FAX：0852－25－3157 

                E-mail：houkan@shimane-kango.or.jp 

 

当日の緊急連絡先：080-1479-8818 


